飲食店等における飛沫感染防止対策アクリル板補助金要綱

【申請受付期間】
令和３年８月１０日（火）～令和４年２月２８日（月）

【申請先】
西秩父商工会

【問合せ先】
西秩父商工会　ＴＥＬ：０４９４-７５-１３８１
（平日：午前８時３０分～午後５時１５分）

１　目的

　　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等に対して、徹底した感染防止対策を行うためのアクリル板設置費用の一部を助成することにより、事業継続を支援するとともに、お客様の安心・安全を高めることを目的とする。

２　対象者
　　
次の（１）～（７）の全てを満たす者を対象とする。
（1） 県内の飲食店等（カラオケ店、バー等を含む。）を運営する中小企業（法人・個人事業者）で、食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店営業許可を取得した上で、県内において飲食用のスペースを有する飲食店等を運営していること。
旅館やホテルで飲食を提供するための食堂やレストランなどを有する場合は対象とする。
※対象とならない業種・業態
・自動販売機コーナー
・テイクアウト専門の店舗
・スーパーやコンビニエンスストアのイートインスペース
・カラオケ店
・飲食を主たる目的としない場所（例：宿泊施設の客室等）


（2） 次の新型コロナウイルス感染症対策を全て実施していること。
　　ア　『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示してい
ること。
　　　イ　「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」のＱＲコードを店頭に掲
示していること。
　　　ウ　業種別ガイドラインに基づく感染予防対策を行っていること。
　　　　　例：（一社）日本フードサービス協会：外食業の事業継続のためのガイドライン

（3） 事業について税の申告をしており、税金等滞納していないこと。
但し、令和３年に開業し税の申告をしていない事業者は、開業届を税務署や県税事務所等に提出していること。

（4） 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は般社会的勢力（以下、「暴力団等」という。）に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。

（5） 必要な許可等を受け、申請時点で営業停止等の行政処分をうけていないこと。

（6） 同一の取り組み内容で国等の補助金を取得していないこと。

（7） 会社更生法、民事再生法に基づく再生手続き開始の申立て、破産法に基づく破産手続開始の申立てなど事業継続に不確実な状況が存在しないこと。

３　補助対象事業の概要及び経費

（1） 補助対象事業及び経費
補助対象事業 
飲食店等内における飛沫感染防止対策のため設置するアクリル板の購入
補助対象経費
アクリル板の購入に要する経費（消費税及び地方消費税相当額を除く）
（２）補助事業及び経理処理上の留意事項
ア　補助金支払いは、補助事業完了後の精算払いとする 。
イ　補助事業者は、補助事業に係る経理について、その支出の事実を明確に
した証拠書類を整理し、交付年度終了後５年間保存しなければなりま
せん。
ウ　消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費から除いて算出するこ
と 。
エ　交付申請額の算出において、百円未満の端数が生じる場合は、切り捨て
た金額を交付申請額として計上すること。

４　補助対象期間（購入の期間）

補助対象となるアクリル板については、令和３年４月１日以降に購入し、か
つ、令和４年２月２８日までに納品及び支払いが完了すること。

５　補助率及び補助限度額

補助率は補助対象経費の２／３
補助金額の上限額は １店舗あたり３０,０００円 

６　申請手続き

（１）申請受付期間
受付期間：令和３年８月１０日（火）～令和４年２月２８日（月）

（２）申請書類等の取得
補助金の申請要綱や、申請書等の様式は、次のいずれかの方法でも取得でき
ます。
1 西秩父商工会　ホームページ　② 西秩父商工会　窓口

（３）提出先
〒３６８-０１０５　埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２９８-１
西秩父商工会

（４ ）提出方法
ア　申請書の提出は西秩父商工会へ持参。
　　イ　提出された 申請書類および添付資料は返却いたしませんので、申請前
に写しを取り、保管しておいてください。
ウ　申請書類作成に係る費用は申請者の自己負担となります。
エ １事業者につき、１回までの申請となります。申請後に、店舗及び購入
物の追加は認められませんので、全事業完了後に申請いただくようお
願いします。

（５）提出書類
１　交付申請書（第１号様式）
２　申請者明細書 （第２号様式）
３　購入内容明細書（第３号様式）
４　誓約書（第４号様式）
５　飲食店営業許可または喫茶店営業許可（写）
６  通帳の写し ※金融機関名、支店名、口座名義、口座名義ｶﾅ、口座番号
が記載の部分
７　事業を営んでいることを証明する書類
①直近の確定申告書（写）
※税務署の受付印又は受付番号のあるもの
※受付印又は受付番号がない場合は、県税の納税証明書税額証明等 
※納税証明書については、最寄りの県税事務所へご相談ください。
　　　　②令和３年に開業した事業者は、開業届（税務署等の受付印のあるもの）
の写し
８　身分を証明する書類の写し（個人事業者のみ）
（パスポート、在留カード、運転免許証、健康保険証等）
９　アクリル板を購入し設置した写真
１０　購入日時、金額がわかる書類の写し（レシート、領収書、クレジットカ
ードの利用明細、キャッシュレス決済の利用明細等）

７　交付決定について

（１）審査
提出いただいた申請書は、商工会にてその内容を審査のうえ、補助対象者
及び補助金額を決定します。（必要な書類が一式揃ったものを正式な申請
として受け付けます。）なお、書類に不備がある場合や修正等が必要な場
合は、申請書に記載の連絡先にご連絡します。



（２）交付決定
（１）の審査終了後、補助対象者として決定された事業者の方には交付決
定通知書を送付します。

８　補助金の交付について

交付決定通知書の送付の後、当該通知書に記載の交付決定金額を、西秩父商
　工会から指定金融機関の口座へお支払いします。なお、振込手続きは以下
のとおり月２回とします。
・１５日締めでとりまとめた分→月末振込
・月末締めで取りまとめた分→翌月１５日振込
※振込日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。
※上記振込手数料は無料。

９　事業実施における留意事項

　　本事業は予算事業であるため、予算が無くなり次第終了となります。

